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 第１節 気候変動の影響への対応 

１ 基本的事項 

 

 

近年、全国各地で大雨や大型台風等による河川の氾濫や土砂災害が発生し、尊い人命が失われ、

住まいや農地等に大きな被害をもたらしています。また、ライフラインや交通網の機能不全が起

きるなど、気候変動の影響は人々の生活に支障をきたしています。個々の気象現象と地球温暖化

との関係を明確にすることは容易ではありませんが、今後、地球温暖化の進行に伴い、豪雨や猛

暑のリスクは更に高まることが予測されています。 

そのため、気候変動の影響を回避・軽減する「適応策」が求められており、温室効果ガスの排 

出の抑制等を行う「緩和策」とともに取組みを進める必要があります。 

 

 

・  本県では、気候変動による影響や適応に関す

る情報の収集、整理、分析及び提供並びに技術

的助言を行う拠点として、令和４年（2022年）

３月 18 日に「熊本県気候変動適応センター」

を設置しました。 

当センターでは、気候変動影響の情報、影響

による課題等を把握し、随時センター通信を

発行し、県HP等で周知しています。また、関

係省庁や国立環境研究所気候変動適応センタ

ー、県内地方自治体や研究機関、事業者、県民

等関係者と協力体制を構築し、本県の気候変

動適応策を推進します。 

・  「第六次熊本県環境基本計画（令和３年度（2021年度）～令和７年度（2025年度））」では、気

候変動適応計画で示された７分野について、気候変動の適応策に取り組んでいます。 

現状・課題 

取組み 

第６章 リスクに備えた社会づくりと球磨川流域における 

「緑の流域治水」の推進 

気候変動適応センターイメージ 
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２ 分野別気候変動適応策 

（１）農林水産業 

   ア 農 業 

 

  

 令和６年（2024年）農業産出額は、4,116億円で全国６位の農業県であり、温暖な海岸地帯か

ら阿蘇の高冷地帯まで広がる豊かな自然条件を活かし、多彩な農作物が生産されています。その

中でトマト、スイカ、不知火（デコポン）、葉たばこ、いぐさ及び宿根カスミソウは日本一の生産

量を誇り、他にメロン、イチゴ、ナス、クリ、ショウガ、乳用牛、肉用牛などは全国的に高い順

位を占めます。 

地球温暖化の進行に伴い、豪雨や猛暑のリスクが更に高まることが予測される中、農業では、

農作物の収量・品質低下及びハウス等農業施設の損壊等甚大な被害が懸念されるため、各分野で

の気候変動に適応するための対策が必要です。 

 

 

 

【水 稲】 

・  高温耐性を有する県育成品種「くまさんの力」と「く

まさんの輝き」の普及を図っています。これら２品種

の合計面積は、令和６年（2024年）産では前年産より

約452ha増加しました。また、品質では、農産物検査

において、高温耐性品種はその他の中生品種と比べて

高い１等米比率を確保しています。 

農業研究センターでは、引き続き、より高温に強く、

病害虫に強い品種を育成中です。 

 

・  一方で、品質の低下が問題となっている「ヒノヒカ

リ」や「森のくまさん」等の高温条件下での生産対策

として、県内の指導者向けに栽培技術講習会を実施

し、間断かん水や中干しなどの水管理や肥培管理等に

ついて情報提供を行いました。これに加え、令和２年

（2020年）に作成した「くまもとの米レベルアップ技

術対策資料」を活用し、各地で生産者向けに栽培講習

会等での技術指導を行っています。 

 

 

現状・課題 

取組み 

 

 
 
 

 

図6-1-1 高温耐性品種作付面積の推移 

※県農林水産部調べ

高温耐性品種（くまさんの輝き・くまさんの力）作付面積の推移
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【果 樹】 

・  温州みかんは、地球温暖化の影響で浮皮の発生による

果実の日持ち性の低下や腐敗果が発生しているため､浮

皮しにくい品種の導入や植物成長調節剤の活用、適期収

穫の徹底を図ります。さらに、極端な気象変動による品

質低下や隔年結果等への対応は、シートマルチ敷設の徹

底や排水、作業性等を考慮した園地整備、植物成長調節

剤の活用等を推進します。 

 

・  不知火類等の中晩柑類は、地球温暖化等の影響による

貯蔵中の腐敗果の発生に対し、果実の体質強化、適期収

穫の徹底及び貯蔵施設の改善等を図ります。また、極端

な気象現象（集中豪雨や日照不足、高温等）による品質

の低下や生理障害に対しては、排水を考慮した園地づく

りや施設整備、品質向上につながる台木の導入を推進し

ます。 

 

・  落葉果樹は、夏季の気温上昇による、果実の生理障害

（ナシのみつ症・コルク障害、モモのみつ症、クリの腐

敗果）の多発に対し、発生が少ない品種への更新、かん

水等での対応、適期収穫の徹底を推進します。冬季の気

温上昇によるナシ・モモ・スモモ等の発芽不良や開花の

不揃い・着果不良に対しては、品種更新やせん定方法、

施肥の改善、受粉樹の確保や受粉の徹底で対応します。 

 

【園芸作物】 

台風をはじめとする、気象災害による施設園芸ハウス

の倒壊等を防ぐため、国事業や県単独事業等により、風

速25m/s～50m/sの強風に耐える「低コスト耐候性ハウ

ス」の導入を推進してきました。 

令和５年度（2023年度）までの累計設置面積は520.9ha

であり、「低コスト耐候性ハウス」は、トマト・ミニト

マト、ナス、イチゴといった栽培期間が長い野菜の品目

で多く導入されています。 

 
温州みかんでのシートマルチの設置 

 
「低コスト耐候性ハウス」 

 

 

温暖化に強いモモの品種「さくひめ」 

 

不知火類の加温ハウス 
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また、新規ハウスの導入だけでなく、耐風性を高める

ため、補強が必要なハウスへの整備支援も実施していま

す。 

今後も気象災害による施設園芸ハウスへの被害が懸念

されることから、引き続き支援を行っていきます。 

 

 

 

 （野菜（果菜類）） 

・  本県のトマト栽培では、春季の高温で果実が黄色

く着色する「黄変果」の発生が問題となっていま

す。 

熊本県農業研究センターにおいて、「黄変果」の

発生要因が解明され、その対策としてハウス遮光に

よる昇温抑制技術が有効との結果が得られました。 

技術の指導・普及とともに、ハウスに用いる遮光

資材の導入支援を実施してきたところであり、今後

も発生軽減に向けた取組みを支援していきます。 

 

・  イチゴでは、安定して収量が確保できる本県オリ

ジナル品種“ゆうべに”を平成27年（2015年）に作

出し、普及拡大に取り組んできました。 

“ゆうべに”は、気温が高い年でも収量を維持

でき、外観や食味といった品質も優れる品種です。

平成29年（2017年）には、県内で栽培される品種の

中で最も多く栽培されるようになりました（経済連

出荷計画調べ）。 

高温下での安定生産につながるよう、関係機関と

連携して、引き続き技術指導及び普及拡大を図って

いきます。 

 

・  メロンをはじめとする施設園芸ハウス品目での異常高温は、生育、収量及び品質に影響を及

ぼします。 

高温への対策として、ハウス換気の徹底や品目・気候に応じた遮光資材の導入・利用を指導

しています。 

今後も、異常高温による生育及び果実への被害を軽減できるよう、関係機関と連携して昇温

抑制技術の検討を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「黄変果」対策のハウス内遮光による昇温抑制 

 

 

イチゴの県育成品種「ゆうべに」 
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図6-1-3 

事業で導入した「低コスト耐候性ハウス」の推移 

（農林水産部生産経営局農産園芸課把握分） 
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（花き） 

・  花き栽培では、夏秋季の高温の影響により、草丈が

十分に確保できない状態で開花してしまう等の品質

低下が問題となっています。 

そのため、農業団体等と連携し、各品目において定

植時期や使用品種の見直しを行い、高温期においても

高品質な切り花が生産できるように取り組みます。ま

た、生産者に対して夏秋季の遮光ネット被覆等の導入

を引き続き普及します。 

 

・  トルコギキョウについては、高温による花色発現不

良を回避する栽培技術及び高温期育苗の冷房育苗技

術の普及を引き続き行います。 

 

【畜産】 

家畜への暑熱対策として、以下の取組み及び技術指導を引き続き行いました。 

・畜舎屋根への消石灰吹付や寒冷紗の設置 

・屋根への断熱材の吹付 

・換気扇及び大型扇風機の設置・増設並びにミスト散布の併用 

・良質で消化率の高い飼料の給与 

・涼しい時間帯の飼料給与 

・ビタミンやミネラル等の追加給与 

・冷たい飲用水の確保 

 

【病害虫・雑草】 

・  熊本県農業研究センターでは、地球温暖化がもたら

す気候変動による病害虫の発生増加や定着可能域での

被害拡大を防ぐため、発生状況や感染リスクの調査及

び防除技術の開発に関する研究を行っています。併せ

て、病害虫の侵入調査をはじめとした発生予察事業に

継続的に取り組んでいます。 

 

・  令和６年度（2024 年度）はトマトキバガの生態解明

及び防除技術の開発に取り組みました。発生予察事業に

ついては、巡回調査等の結果をもとに病害虫発生予察情

報を発出し、病害虫のまん延防止に取り組みました。 

 

・  また、雑草については、民間団体等と連携し、各作

物別に新規除草剤等の試験を行っています。 

  【令和６年度（2024年度）実績】  

・病害虫発生予察情報の発出 

 
トルコギキョウの冷房育苗 

 

トマトキバガ幼虫による葉の被害 

トマトキバガによる果実の被害 

 

 

 

 

 

トマトキバガ幼虫による葉の被害 
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 予報    毎月 

注意報   9回 

警報    1回 

 特殊報   1回 

 技術情報  19回 

 

【農業生産基盤】 

・  排水機場や海岸保全施設等、防災・減災インフラの

保全管理と整備を計画的に実施します。 

   【令和６年度（2024年度）実績】 

   ・排水機場の新設、更新 21箇所 

   ・海岸の整備  20海岸 

   ・ため池の整備 4箇所 

   

イ 林 業  

 

  

令和６年（2024年）４月現在の森林の総面積は、459,629haであり、民有林396，064ha(86%)、

国有林63,565ha（14%）、土地利用面積に対する森林面積の割合は約６割を占めています。 

令和６年（2024 年）林業産出額のうち木材生産部門については、140 億円で全国第３位です。 

主な内訳は、スギが88億円（構成比63%、全国シェア7%）で全国第４位、ヒノキが50億円（構

成比36%、全国シェア10%）で全国第１位となっています。 

また、特用林産物におけるしいたけの栽培において、令和５年度（2023年度）の生産実績は、

乾しいたけが全国３位となっています。 

地球温暖化の進行に伴い、豪雨や猛暑のリスクがさらに高まることが予測される中、林業では、

山地災害の更なる増加が懸念されるところです。 

また、しいたけの原木栽培では、気温上昇による高温障害や病害虫発生の危険性が高まること

が予測されているほか、病害虫については、熱帯地域や温暖地域でみられる病害虫の新たな発生

が危惧されるため、対策が必要です。 

 

現状・課題 

金剛排水機場（八代市） 
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【木材生産（人工林）】 

・  森林は、地球温暖化の要因の 1 つである二酸化炭素を

吸収して成長することから、再造林による森林の若返り

を促し将来にわたって吸収量を安定的に確保していく必

要があります。 

・  現在、成長に優れた樹木であるエリートツリーやセン

ダン等の早生樹の普及に取り組んでいます。 

 

 【特用林産物（キノコ類等）】 

・  原木しいたけ生産者向けの種駒活着状況調査の現地指導

において、高温障害の事例紹介や雑菌に侵されたほだ木の

除去指導を引き続き行います。 

・  また、高温障害や害菌被害の増加により、原木しいたけ

栽培の収量低下が懸念されることから、これらの相談対応

等を継続します。 

 

【病害虫】 

県内初発生の病害虫が発生した際は、その最近の分布や生態系を把握し、県内での拡散を封じ

るため、引き続き防除対策などを速やかに検討・推進します。 

 

ウ 水産業 

 

  

  本県は、有明海、八代海及び天草灘の三海域からなる漁場を有し、それぞれに特色ある漁業が

営まれています。 

  令和５年（2023年）海面漁業及び海面養殖業の産出額は、436億円で全国第11位です。 

内訳は、海面漁業産出額は55億円で全国第33位、海面養殖業産出額は381億円で全国第５位

となっています。 

   漁業では、海水温の上昇に伴う南方性の魚類の来遊、特に大型魚類のナルトビエイによるあさ

り等の二枚貝の食害に加え、海面の上昇により、干潟域に生息する二枚貝の分布域が変化するな

どの水産資源への影響が懸念され、対策が必要です。 

   養殖業では、海水温や海面の上昇に伴うノリ養殖期間の短縮による収量の減少、高水温障害や

病害発生による品質低下が懸念されます。また、他の海藻養殖業でも、養殖期間の短縮による生

長不良や植食性魚類による食害が懸念されます。 

   魚類養殖業では、漁場環境の変化により、有害赤潮の発生が早期化、長期化し、直接的な漁業

被害に加え、へい死対策として行う餌止め期間の長期化による衰弱や成長の遅れが生じ、対策が

現状・課題 

取組み  

しいたけ種駒活着状況調査 

エリートツリー採穂園 
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必要です。 

 

 

 

【回遊性魚類（魚類等の生態）】 

・  食害動物（ナルトビエイやチヌなど）によるあさり等

の貝類への食害の軽減のため、食害動物の駆除を実施し

ました。また、貝類の生息区域を繊維強化プラスチック

製（作業完了後撤去）の杭や網で囲ったり覆うなどの対

策を実施し、その効果を確認しました。 

 

・  さらに、海藻養殖についても植食性魚類（チヌやイス

ズミなど）による被害が大きいことから、実態調査を

実施し、ワカメ養殖場やスジアオノリ養殖場におい

て、植食性魚類による食害を確認しました。 

 

・  これら食害動物による食害は、地球温暖化に伴う海水温の上昇も影響していると思われます

が、抜本的な対応策がないことから、今後も、より効果的な食害対策と資源保護の手法を検討

します。 

 

【増養殖等】 

・  ノリ養殖業では、高水温耐性のある品種の現場での実証試験や、種付け時の高水温障害等の

リスクを低減するため、養殖スケジュール管理の見直しの検討・提案を行いました。また、適

正な干出管理を行うため、関係機関とともに潮位変動の予測技術の開発や養殖業者への指導を

引き続き行います。 

 

・  有害赤潮対策として、関係県・市町・漁協等と連携しながら赤潮調査を行い、漁協、養殖業

者等へ引き続き情報提供を行います。 

  

・  ワカメ養殖についての高水温に強い品種への改良やヒトエグサ養殖についての養殖技術の開

発を引き続き行います。さらに、植食性魚類による食害防止対策についても検討を行います。 

   【令和6年度（2024年度）実績】 

    ・赤潮情報の発信  55回 

 

（２）水環境・水資源 

  ア 水環境 

 

 

取組み 

 
あさりの保護のため干潟に設置した被覆網 
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  河川や湖沼は、県民とって最も身近で日常的に接することができる自然環境の一つであり、

森、里、川、海などの生態系をつなぐ上で重要な場となっています。 

  また、藻場・干潟は、海洋生物の繁殖、生育、採餌などの場として、生物の多様性を保全する

機能や海域の水質浄化機能など重要な役割を果たしており、有明海及び八代海の干潟等は水鳥類

の渡りの中継地ともなっています。 

   

【河 川・沿岸域及び閉鎖性海域】 

気候変動に伴う降水量の増加により、土砂の流出量を増加させ、河川水中の濁度を上昇させる

可能性があります。また、有明海・八代海等における海水温の上昇、底質の泥化や有機物の堆積

等、海域の環境悪化による赤潮発生の増加や貧酸素水塊の発生等が見られています。 

しかし、現時点では、気候変動が水環境に及ぼす影響について、研究事例が十分ではなく確信

度が低いと評価されており、水環境全体の変化等を把握し、予測することは困難な状況です。 

 

 

 

【河 川】 

・  気候変動が水環境に及ぼす影響を把握するため、河川や湖沼、

海域の水質のモニタリング等を行っています。 

 

【沿岸域及び閉鎖性海域】 

・  気候変動が水質等に及ぼす影響に関する科学的知見の集積を図

るとともに、適応策に関する国等の調査研究を注視しています。 

イ 水資源 

 

  

本県は、水道水源の約80％を地下水に依存しています。特に、県人口の半数以上を占め約100

万人を擁する熊本地域は、生活用水のほぼ100％を地下水で賄っている全国でも稀な地域です。 

農業や工業などの産業用水にも多くの地下水を利用しており、この豊富な地下水が熊本地域の

魅力の一つとして、多くの企業が進出しています。年間の無降水日数が増加する年もあり、生活

用水や農業用水等の供給への影響が懸念されます。 

 

 

 

・  本県と熊本地域11市町村が共同で策定した「熊本地域地下水総合保全管理計画」及び「第３

期行動計画」に基づき、熊本地域の地下水を保全するため、白川中流域や台地部等における水

田湛水事業に取り組みました。 

 

現状・課題 

取組み 

海域調査の様子 

現状・課題 

取組み 
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【令和６年度（2024年度）実績】 

・ 白川中流域水田湛水事業 実面積：500.4ha、推定涵養量：2,526万㎥ 

・ 台地部等水田湛水事業  実面積：65.8ha、推定涵養量：627.2万㎥ 

 

・  熊本県地下水保全条例の地下水採取許可制度などを適正に運用し、持続的な地下水利用のた

めの管理を行うとともに、地下水採取者による地下水使用合理化や地下水涵養の取組みを促進

しました。 

 

・  節水啓発重点期間に設定している７～８月に、各

市町村や県施設等へ節水啓発ツールを配付し、掲示

してもらうことにより、家庭などにおける節水の促

進を図りました。 

 

・ 「水の作文コンクール」などの水環境教育を通じ、県

民・企業・団体の地下水保全の意識向上を図りまし

た。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・水の作文コンクール 応募数 9校 809編 

  （23年連続日本一） 

（３）自然生態系 

 
 

本県は、優れた景勝地に恵まれ、自然公園法及び熊本県立自然公園条例に基づき、国立公園２

箇所、国定公園２箇所及び県立公園７箇所が指定されており、その面積は158,968haで県土面積

の約21%を占めています。 

   また、渡り鳥の有数の飛来地として知られ、ラムサール条約に登録されている「荒尾干潟」や、

国の自然環境保全地域に指定されている「白髪岳」など、豊かな自然条件が多くの生物を育み、

森林・水辺・海浜などに多様な生態系を生みだしています。 

 

 【陸域生態系】 

本県に広く植えられているスギは水分要求度が高い樹種とされています。気候変動による気温

上昇や地域的な降水量の変動が予測されていますが、これまで西日本を中心に、少雨が主な原因

と考えられているスギ林の乾燥被害が報告されており、土壌保水力が低い場所では注意が必要で

す。 

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所が行った気候変動によるスギ人工林へ

の影響予測によると、西日本でスギ林の生産量が低下する可能性があるとされています。気候変

動により無降雨期間が増加すると、土壌乾燥によってスギの成長が低下する可能性が示されてい

ます。 

気候変動によるニホンジカの生息分布や生息頭数への影響は明らかになっていませんが、県内

現状・課題 

 
水の作文コンクール表彰式 
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では、ニホンジカの生息数の増加や分布域の拡大により農林産物への被害が深刻化しています。

令和６年度（2024年度）に実施した生息状況調査の結果では、約 15万頭と推定されました。捕

獲目標（年間捕獲目標頭数3万頭）を設定し、適正な個体数管理及び農林産物への被害軽減を図

っていくことが必要です。 

   また、気候変動により渡り鳥の飛行経路や飛来時期に影響が及べば、越冬地としての役割や、

鳥インフルエンザの発生時期に影響することが考えられます。野鳥が、高病原性鳥インフルエン

ザのウイルス感染源の一つとして位置付けられているため、死亡野鳥の監視及び高病原性鳥イン

フルエンザウイルスの簡易検査を速やかに実施し、陽性の場合は、国が指定した「野鳥重点監視

区域」（ウイルス検出地点から半径 10km 圏）内で、野鳥の大量死や異常行動の野鳥がいないか、

監視を強化します。 

   さらに、野生イノシシにおける豚熱感染が全国で発生しています。隣接県において、豚熱ウイ

ルスに感染した野生イノシシが県境付近で確認されたため、本県は令和 7年 11月に農林水産省

から野生イノシシ経口ワクチン散布推奨地域に指定され同年 12 月に初めて野生イノシシ経口ワ

クチンを散布しました。今後も、豚熱経口ワクチンの散布、集中的な野生イノシシの捕獲により、

野生イノシシの豚熱感染拡大を防止します。 

 

 【淡水生態系】  

（湖沼・河川） 

・  湖沼については、流域土地利用からの栄養塩負荷の影響を受けるため、気候変動の影響のみ

を検出しにくく、令和２年（2020年）12月時点で直接的に気候変動の影響を明らかにした研究

は、国内では限られています。 

 

・  河川については、我が国の河川は取水や流量調整が行われているため気候変動による河川の

生態系への影響を検出しにくく、令和２年（2020年）12月時点で気候変動の直接的影響を捉え

た研究成果は確認できていません。 

 

 【海岸生態系】  

・  藻場は、「海のゆりかご」と呼ばれ、マダイ等の仔稚魚の生育場やイカ類の産卵場としての機

能があり、水産資源の回復を図るために重要です。環境省の調査によると、本県の藻場面積は、

30年前の約70%に減少しています。 

 

・  また、本県が毎年実施する保護水面のモニタリング調査等においては、海藻湿重量の減少や

海藻の種構成の小型化、ウニやアイゴ等の食害による藻場機能の低下が確認されています。現

状のままでは、藻場の回復・拡大は見込めず藻場が更に減少し、水産資源の回復にも影響を与

えるおそれがあります。 
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      【陸域生態系】 

   （人工林） 

・  森林は、地球温暖化の要因の1つである二酸化炭素を吸

収して成長することから、再造林による森林の若返りを促

し、将来にわたって吸収量を安定的に確保していく必要が

あります。 

現在、成長に優れた樹木であるエリートツリーやセンダ

ン等早生樹の普及に取り組んでいます。 

 

・ さらに、立地環境に応じ、適切にゾーニングする等により、

健全な森林づくりを推進しています。 

 

 （野生鳥獣による影響） 

・  鳥獣被害対策には、担い手の育成が必要となり、若手狩

猟者を確保するため、実業系高校を対象に、狩猟等に関す

る出前講座を行うなど、狩猟の魅力、役割を理解してもら

う取組みを進めています。 

併せて、高校生等の狩猟免許取得費用の補助及び捕獲研

修等の活動を支援しています。 

 

【淡水生態系】  

（湖沼・河川） 

・  気候変動が河川環境等に及ぼす影響等を把握するため、引き続き水質のモニタリング等を行

い科学的知見の集積を図っています。 

 

【海岸生態系】 

・  漁業者等が行う藻場の造成・保全の取組みとして、海

藻の増殖や食害生物等の駆除について、水産多面的機能

発揮対策事業で支援するとともに、技術的指導を実施し

ました。 

・  今後も藻場の回復を目的に、モニタリング調査を継続

するとともに、漁業者による食害動物やウミアザミ等の

サンゴ類の駆除方法について、引き続き技術支援を実施

します。 

 

 

 

取組み 

 

 
藻場のモニタリング調査 

センダン成長試験地 
（４年生時） 

 

高校生への鳥獣被害対策講座 
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（４）自然災害・沿岸域 

 

  

近年、毎年のように全国各地で大雨や大型台風等による河川の氾濫や土砂災害が発生し、人命

や住まい等に大きな被害をもたらすほか、ライフライン等にも重大な影響を与えるなど、人々の

生活に支障をきたしています。 

令和２年７月豪雨においては、７月４日の朝方にかけての 12 時間降水雨量が県南９地点で観

測史上１位を記録し、球磨川をはじめとする県南の複数の河川での氾濫や土砂崩れ等を引き起こ

しました。 

今後も地球温暖化の進行等に伴い、自然災害の発生リスクは高まっていると指摘されています。 

【河 川】（洪水・内水面） 

地域的特性により、これまでも多くの台風や豪雨が発生しましたが、近年は局地的集中豪雨

による洪水や内水面の被害が甚大化しています。将来、台風の大型化や局地的集中豪雨の増加

等、洪水を起こしうる大雨の増加が予測され、水害の頻発、施設の能力を大幅に上回る大規模

な水害の発生が懸念されます。 

 

【沿 岸】（海面上昇、高潮、高波） 

   防波堤や護岸等の施設の老朽化が進行し、改良・更新が必要な施設が増加する中で、平均海面

の上昇や台風の大型化等の自然条件の変化により、高潮・波浪による漁港施設及び海岸保全施設

の被害や背後集落の浸水被害が懸念されます。 

 

 【山 地】（土砂流・地すべり等） 

急傾斜地の崩壊、土石流、地滑りの危険性のある土砂災害警戒区域等は26,303箇所(2025.9.1

時点)にものぼり、過去には集中豪雨や台風等で土砂災害が多数発生しています。将来、時間雨

量50㎜を超える短時間強雨や総雨量が数百㎜から千㎜を超えるような大雨の発生が増加すれ

ば、土砂災害の発生頻度も増加することが懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状・課題 
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【全 般】 

（自助） 

・  一人一人の防災行動計画である「マイタイムライ

ン」の普及を進めるため、従来の「風水害版」に加え、

新たに「地震・津波版」のガイドブックを作成し、 

市町村や地域の依頼に応じて、自主防災組織活動

支援員による講話や作成指導等を実施しました。 

また、学校等と連携し、子どもから家庭への防災意

識の浸透を図るため、学校教諭等向け研修会を開催

するなど、防災教育の充実を図りました。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

 ・学校教諭等向けマイタイムライン・防災教育研修

会 参加者数 33人 

 ・「くまもとマイタイムラインガイドブック（地震・津波版）」作成 

 

（共助） 

・  地域防災リーダー（防災士）の養成のため、「火の国ぼうさい

塾」を開催するとともに、防災士のスキルアップを目的とした

研修を実施しています。また、知識・経験を有する防災士に、

地区防災計画やマイタイムラインの作成・指導等を行ってもら

う防災士アドバイザー制度を創設し、防災士アドバイザー研修

も実施しました。 

【令和６年度（2024年度）実績】              

・火の国ぼうさい塾（防災士養成講座）受講人数 204人 

・防災士アドバイザー養成研修受講人数        83人 

 

・  地域防災力向上のため、地区防災計画の作成支援や、住民参加型訓練への支援等、本県から

支援員を派遣し自主防災組織の活動支援を実施しました。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・派遣回数 計63回 

   ・延べ参加人数4,152人 

   ・自主防災組織活動率76.4％ 

       

 

 

 

 

取組み 

火の国ぼうさい塾の様子 

 

地区防災計画策定支援の様子 

くまもとマイタイムラインガイドブック 
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・  日常の生活空間において、住民が災害リスクを実感でき

るよう、居住区域の建物や電柱に想定浸水深や避難場所等

を明示する「リアルハザードマップ」の整備を推進しまし

た。 

【令和６年度（2024年度）までの実績】 

   ・設置箇所数 444箇所（20市町村） 

 

（公助） 

・  令和２年７月豪雨等の教訓を踏まえ、県や市町村防災担当職員の災害対応力の向上、警察・

消防等の関係機関との連携強化など、県全体の災害対応力の向上を目的とした豪雨対応訓練を

毎年１月から５月にかけて実施しています。 

 

・  「防災情報くまもと」や「熊本県防災情報メールサービス」

などを活用し、防災気象情報や避難情報、避難所開設情報など、

県民の方々に対しリアルタイムで防災関連情報を提供しまし

た。 

 

・  既存の地上無線回線等に加え、全国の自治体間で通信可能な

地域衛星通信ネットワーク第３世代システムを導入し、防災情

報通信体制の多ルート化に取り組んでいます。 

 

【河 川】（洪水・内水面） 

・  洪水調節機能の強化に向けた治水協定を、一級水系のダムについては、令和２年（2020 年）

５月に、二級水系のダムについては、令和３年（2021年）３月に締結し、全てのダムにおいて

事前放流に取り組んでいます。 

 

・  洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保するため、ソフト対策として、想定し得る最大規模の降

雨（想定最大規模降雨）等に対する河川の洪水浸水想定区域図を公表しています。水位周知河

川（67河川）については、令和２年（2020年）３月に、水位周知河川以外（320河川）につい

ては、157河川を令和３年（2021年）10月に、163河川を令和４年（2022年）３月に作成・公

表しており、市町村へ情報提供しています。 

球磨村のリアルハザードマップ 

 豪雨対応訓練の様子 



 

104 

 

 

【沿 岸】（海面上昇、高潮、高波） 

・  国土交通省と農林水産省の共同により、「気候変動

を踏まえた海岸保全のあり方検討会」が開催され、令

和２年（2020年）７月に「『気候変動を踏まえた海岸

保全のあり方』提言」が公表されました。この提言に

基づき、「海岸保全基本方針」が変更されたことに伴

い、本県では「海岸保全基本計画」の変更に取り組ん

でいます。 

 

  【山 地】（土石流・地すべり等） 

・  近年、頻発化・激甚化傾向にある集中豪雨や台風等に

よる自然災害を軽減し、県民の生命・財産を守るため、

緊急に復旧整備を要する箇所について、治山施設を整備

しました。 

 

・  山地災害の危険性が高い山地災害危険地区や森林に

おいて、荒廃状況の調査や既存治山施設の点検を継続し

て行い、防災・減災、国土強靱化に向けた復旧整備と既

存治山施設の機能強化・老朽化対策に取り組んでいま

す。 

 

・  水源の涵養や地球温暖化の防止等、森林の公益的機能の維持増進を図り、県民の生活環境の

保全を図るため、針広混交林や複層林への誘導等の森林整備に取り組んでいます。 

また、山間奥地等で適切な森林整備が困難な地域についても、流域保全の観点から森林の公

益的機能を発揮させるため、治山施設の整備や森林整備を一体的に実施する事業を令和４年度

（2022年度）に着手し令和５年度（2023年度）も継続的に実施しました。 

   

・  森林資源の循環利用による健全な森林づくりを進めるため、「熊本県公共施設・公共工事木材

利用推進基本方針」に基づき、治山施設への間伐材等の有効利用など治山事業において積極的

に木材利用を推進しました。 

  【令和５年度（2023年度）実績】 

・治山事業における木材利用    1,800m³  

 

 

 

 

 

 

 

（気候変動による外力変化イメージ） 

 

治山施設の整備状況 
（球磨郡山江村） 



 

105 

 

・  土砂災害から県民の命と暮らしを守り、安全で安心な県土

づくりを推進するため、砂防設備等の整備や既存ストックの

効果を維持するための老朽化対策、機能強化対策等のハード

対策を実施しました。 

また、ソフト対策として、土砂災害警戒区域等の指定を進

め、土砂災害の危険性のある区域の公表や土砂災害警戒情報

の発表による避難のタイミングを知らせる等、早めの避難を

促す取組みを実施しました。 

さらに、土砂災害危険住宅移転促進事業により、土砂災害特

別警戒区域から安全な地区への住宅移転を促進する取組みを

実施しました。 

 

 

 

 

（５）健康 

 

  

気象庁が公開している過去の気象データによると、令和５年（2023年）８月の熊本市（地方

気象観測地点）では、最高気温35℃以上の「猛暑日」が13日ありました。同月の最高気温

の月平均値は、34.3℃で、最高気温が30℃を下回った日はありませんでした。 

また、同年同月における熊本市の最低気温が25℃以上だった日数は22日あり、最低気温の月平

均値は、25.8℃でした。 

【暑 熱】 

消防庁が公開している熱中症救急搬送状況によると、本県の熱中症搬送者数（５月～９月）

は、過去５年間、毎年1,000人を超えており、令和５年（2023年）は1,601人でした（表１）。

月別では、７月の搬送者数が最も多くなっています（表6-1-1）。 

また、環境省の「第５回熱中症対策推進検討会資料（令和６年（2024年）１月18日）」によ

ると、本県の人口10万人当たりの１日の救急搬送者数（５月～９月）は、0.60人で全国平均の

0.47人を上回っています。 

熱中症は、適切な予防行動をとることで防ぐことができるため、一人一人が熱中症の予防法

を学び、暑さを避けることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

現状・課題 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

砂防施設の整備状況 
［大坪川1・2（葦北郡津奈木町）］ 

令和６年３月 砂防施設整備状況 

令和２年７月豪雨時の土石流発生状況 
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また、学校現場においては、昨今の気温変化や熱中症の発生状況等を踏まえると、児童生徒

の健康被害を防ぐためには、それほど高くない気温（25～30℃）の時期から適切な措置を講ず

ることや、暑さ指数（WBGT）等を活用して熱中症の危険性を適切に判断する必要があります。 

暑熱環境において各種活動を中止することを想定し、その判断基準と判断者を、教職員間で

共通認識としておくことが有効です。 

 

 【感染症】（節足動物媒介感染症）  

ヒトスジシマカやネッタイシマカが媒介するデング熱の患者は、熱帯、亜熱帯地域、特に東南

アジア、南アジア、中南米、カリブ海諸国を中心に100か国以上で発生しています。 

日本に広く生息するヒトスジシマカの生息域は、1950年代は栃木県北部が北限でしたが、地球

温暖化の影響等で徐々に北上し、現在では北海道以外に拡大しています。 

  ネッタイシマカの生息域は、現在東南アジアですが、昭和 19 年〜昭和 27 年（1944 年〜1952

年）の９年間は、熊本県内の天草地方でも生息が報告されています。 

 近年の気候変動により、再び侵入し、そのまま日本に定着する可能性も否定できず、感染症を

媒介する節足動物の生息域は拡大する可能性があります。生息域の拡大が直ちに感染症の感染拡

大に結び付くものではありませんが、国内の広範な地域でリスクは拡大しています。 

 

 

 

・  熱中症の予防対策として、県民に対し、各市町村や保健所、県有施設管理者を通じた注意喚

起や、熱中症予防に関するリーフレット、ポスターの配布、本県ホームページ等での周知啓発

を行います。 
 

・  各学校に対し、学校教育活動等における熱中症事故を防止するための留意点や指導について

周知を行っています。 

 

・  各市町村のスポーツ主管課に対して、スポーツイベント等の主催者が施設管理者や関係機関

と連携し、熱中症予防に適切に対応するよう周知を図りました。 

また、体育担当指導主事等研修会において熱中症事故の防止に関する指導等を行いました。 

 

取組み 

表 6-1-1 熊本県の熱中症搬

出典：消防庁「熱中症による救急搬送状況」をもとに作成 

図6-1-4 熊本県の月別熱中症搬送者数（R5） 
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・ デング熱等の節足動物媒介感染症の発生情報や感染対策について、引き続き本県ホームページ

にて感染症情報（週報）を掲載し、県民への注意喚起を行います。 

 

（６）産業・経済活動 

 

  

 近年、気候変動の影響と思われる局地的集中豪雨が全国的に発生しており、令和２年７月豪雨

災害における商工・観光関係の被害額は 700億円（令和３年（2021年）3月 31日時点）となっ

ています。 

    

   【製造業・商業・建設業等】 

   気象災害に伴う停電や断水等による事業活動への影響のほか、道路や鉄道、水道等のインフラ

破壊による物流の寸断や、流通・小売業等の活動停止による市民生活への影響が生じると予測さ

れます。 

 

【エネルギー需給】 

台風等の風水害の増加、大規模化に伴い、発電及び送配電設備の被災増加や被害の深刻化が考

えられ、大規模停電等のリスクが高まることが予想されます。 

海面上昇による臨海部の発電施設への高潮や浸水被害、海水温上昇に起因する冷却水給排水

への影響により、安定稼働へのリスクが懸念されます。 

 

【観光業】 

気候変動の影響を踏まえ、災害などの非常時においても、外国人を含む旅行者が安心して滞在

できる体制の確保が必要です。 

 

 

 

【製造業・商業・建設業等】 

・  平成 26年（2014年）11月に締結した「熊本県事業継続計画（ＢＣＰ）策定支援に関する協

定」を踏まえ、商工団体や九州経済産業局等と連携して、県内企業のＢＣＰ等策定を促進して

います。 

【令和５年度（2023年度）実績】 

・ 事業継続力強化セミナー 

 協定締結企業等と連携し、県内企業のＢＣＰ策定促進に向けたセミナーに取り組んでいます。 

    参加者：120名 

    主 催：東京海上日動 

共 催：株式会社肥後銀行 

    後 援：熊本県、熊本県商工会議所連合会、熊本県中小企業団体中央会、 

熊本商工会連合会 

 

 

現状・課題 

取組み 
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【エネルギー需給】 

・  令和５年（2023年）11月に環境省の脱炭素先行地域として、「阿蘇くまもと空港周辺地域

RE100産業エリアの創造」が選定されました。「熊本では再エネ100%を目指した企業活動が可

能」という、次の時代を見据えた環境づくりに取り組んでいます。 

令和７年（2025年）１月に脱炭素先行地域の中核を担う「くまもと地域みらいエネルギー

株式会社」を本県も出資し、設立しました。先行地域内外の再エネ電力を集約するとともに、

使用する企業等を確保し、小売り電気事業者を通して再エネ電力を供給します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・  RE100の国内中小企業版である「再エネ100宣言 RE Action」のアンバ

サダーとして、再エネ100%使用を宣言するRE Action参加企業の拡大に

向けた取り組みを行いました。 

 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・ 環境保全協議会記念講演会でブースを設置し、 

「再エネ100宣言 RE Action」を周知。  

  開 催 日：令和６年（2024年）11月19日         

・ くまもと産業復興エキスポにおいて、セミナー等を開催。 

  開 催 日：令和７年（2025年）３月20・21日（セミナー開催は21日） 

  参加人数：68名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境保全協議会記念講演会 

くまもと産業復興エキスポ 
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【観光業】 

  空港や駅､観光案内所等の県内の観光関連施設における、訪

日外国人旅行者の方々が災害発生時を含め安心安全に日本に

滞在できるために有用と思われるウェブサイト・アプリ等の情

報をまとめた、英語・中国語（簡体字）・中国語（繁体字）・韓

国語併記のリーフレット（Safety Information Card：観光庁

作成）の活用を促進します。 

  また、本県を含む九州・山口８県では、共同で「多言語コー

ルセンター」を運営しており、22の言語（令和7年（2025年）

4月1日時点）で、24時間365日、観光客向け無料電話通訳サ

ービスを提供しています。 

  なお、熊本県外国人サポートセンター等においても、防災に

ついての相談及び情報発信を引き続き行うとともに、熊本県公

式観光サイトでは、災害発生時の多言語での情報発信を行いま

す。 

（７）県民生活 

 

 

これまでも本県においては、台風や集中豪雨等の気象災害により県民生活を脅かす被害が生じ

てきました。気候変動による短時間強雨や渇水の頻度の増加、強い台風の増加等により災害が発

生すると、直接的な影響のほか、水道、道路交通網等、県民生活に不可欠なインフラ・ライフラ

インにも影響が及ぶことが懸念されています。 

【インフラ・ライフライン等】 

（水道） 

水の相互融通を含めたバックアップ体制の確保や、老朽管について水害等の自然災害にも耐え

ることができる耐震管への更新の取組みが課題です。 

 

（道路） 

緊急輸送道路は、災害直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必要な道路

です。本県では、平成26年（2014年）に改訂した「緊急輸送道路ネットワーク計画」に位置付

けられた緊急輸送道路について、災害時にネットワークとして機能させることを目標に、道路改

築や道路防災、橋梁耐震補強等の整備を進めています。 

（交通安全施設等） 

災害発生時も安全で円滑な道路網を確保するための、交通安全施設の整備が課題です。 

 

 

 

【インフラ・ライフライン等】 

（水道） 

〇バックアップ体制の確保 

現状・課題 

取組み 

多言語コールセンターのチラシ 
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道路防災事業：国道445号（八代市） 

・  災害時等における水道事業者間の効率的かつ効果的な被災県への応援実施のため、職員派

遣や飲料水の提供等について「九州・山口９県災害時応援協定」を締結しています。水道事業

者間での応援が円滑に行われるよう、連絡体制及び災害時における応援可能な資機材の状況

を毎年度調査し共有します。また、広域連携がバックアップ機能の強化にも資することから、

水道の広域連携を推進しています。 

 

〇水道施設の強靱化 

・  国の補助金、交付金等を活用し、災害時における重要水道施設の機能維持対策、水道施設等

の耐震化等により施設の強靱化を推進しています。 

  

  （道路） 

 ≪緊急輸送道路における道路改良事業≫ 

・補助国道：国道266号（大矢野道路）外19箇所 

・県 道 ：宮原五木線（河俣工区）外25箇所 

 

≪緊急輸送道路における道路防災事業≫ 

 ・補助国道：国道445号（八代市）外13箇所 

 ・ 県 道 ：別府一の宮線 外10箇所 

≪緊急輸送道路における橋梁耐震補強事業≫ 

 ・補助国道：国道266号（中之瀬橋）外３箇所 

 ・ 県 道 ：旭志鹿本線（西郷橋）外２箇所 

 

（交通安全施設等） 

・  「緊急交通路※」として確保すべき道路への信号機 

電源付加装置の設置、コンクリート柱から耐震性に 

優れた鋼管柱への更新、軽量で節電効果のあるＬＥ 

Ｄ式信号灯器への更新などを行いました。 

【令和６年度（2024年度）末時点】 

・信号機電源付加装置    149基 

・信号柱（鋼管柱）    8,012本 

        （鋼管柱率 88.2％） 

・信号灯器のＬＥＤ化   21,861灯       

       （ＬＥＤ化率 82.1％） 

※  大規模災害発生時に救出・救助、物資輸送等の災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするた

めに、災害対策基本法に基づき公安委員会が道路の区間（区域）を指定して緊急通行車両等以外の車両の

通行を禁止、制限した道路。 

 

 

 

令和６年度（2024年度）設置 

信号機電源付加装置 
 

道路改築事業：国道266号（大矢野道路） 
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第２節 大規模災害への備え 

１ 自然生態系を活用した備え 

 （１）災害に強い森林づくり 

 

 

森林を、一体的なまとまりにおいて、効率的な施業と適切な森林の保護を通じて森林の持つ多 

様な機能を十分に発揮させるため、森林経営管理制度を活用した安定的な森林経営を推進する 

必要があります。 

近年、森林資源の充実に伴って林業生産活動が活発になる一方で、地球温暖化に伴う異常気象

による土砂災害が頻発化・激甚化する中、森林の土砂災害を防ぐ機能が継続的に発揮されるよう

取り組む必要があります。 

 

 
 

・  市町村が森林経営管理制度を活用して行う森林の整

備・経営管理の計画を作るための研修や、市町村の森林・

林業施策の支援活動を行う地域林政アドバイザーを育

成するための研修を開催しました。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・森林経営管理制度等活用能力向上研修会 １回 

・地域林政アドバイザー研修 １回、18人を育成 

 

 

・  災害に強い森林づくりを推進するため、県内の林業

事業体等を対象として、災害のリスクを低減させる森

林づくりのための講習会や現地研修会を開催しまし

た。 

【令和６年度（2024年度）実績】 

・災害のリスクを低減させる森林づくりのための 

講習会・現地研修会。42名参加。 

 

（２）流域治水の推進 

 

 

令和２年７月豪雨などの自然災害が毎年のように全国各地で発生しています。気候変動の影響 

による降雨量の増大により水災害の更なる頻発・激甚化が懸念されています。 

現状・課題 

現状・課題 

取組み 

地域林政アドバイザー研修 

  

林地保全に配慮した林業を推進するための 

現地研修会 
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気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化等 

を踏まえ、堤防の整備、ダムの建設・再生などの河川 

区域での対策をより一層加速するとともに、集水域 

（雨水が河川に流入する地域）から氾濫域（河川等の 

氾濫により浸水が想定される地域）にわたる流域に関 

わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う流 

域治水を推進する必要があります。 

 

 

 

・  河川管理者、下水道管理者、都道府県、流域市町

村等からなる協議会を設置し、流域全体で実施すべ

き治水対策の全体像を「流域治水プロジェクト」と

して策定・公表しています。県内一級水系（８水系）

に関しては令和３年（2021年）３月に策定・公表済

みです。 

 

・  二級水系に関しても、県内６圏域に分けて協議会

を設置し、令和４年（2022年）３月に策定しました。 

 

・  今後は策定した各流域治水プロジェクトに基づ

き、各圏域で「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすため

の対策」、「被害対象を減少させるための対策」、「被

害の軽減、早期復旧・復興のための対策」について、 

関係者での取組みを推進することとしています。 

 

２ 災害時に備えたエネルギー等の確保 

 

 

（電力） 

大規模災害により電力事業者が被災し、電力供給が途絶した場合にも電気が使えるよう、住宅・

事業所への太陽光発電設備と蓄電池の導入を促進し、「エネルギー面で強靱な防災型住宅」の普及

を図る必要があります。 

防災拠点や避難所となる公共施設の機能を維持するため、従来の非常用発電機に加え、再生可 

能エネルギーと蓄電池、燃料電池等を合わせた自立・分散型エネルギーの導入を図る必要があり 

ます。 

 

（生活用水） 

熊本地震の検証において、地下水（井戸水）は災害時における生活用水の確保に活用できると

取組み 
流域治水イメージ 

出典：国土交通省ホームページ 

(https://www.mlit.go.jp/river/kasen/suisin/pdf/01_kangaekata.pdf) 

  熊本県内二級水系流域治水協議会 位置図 

 

現状・課題 
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いう有用性が確認されており、災害への備えとして防災井戸の整備等を促進する必要があります。 
 
（下水道） 

平成２８年熊本地震では、耐震化されていない処理場や管路等の既存 

施設が被災し、一部機能の停止により下水道の使用制限を余儀なくさ 

れ、住民生活に支障が生じました。また近年は、頻発する豪雨により河 

川が氾濫し、下水道施設が浸水、機能停止に陥る事象が全国で相次い 

でいます。令和２年７月豪雨でも人吉市をはじめ複数の市町で下水処 

理場等が浸水しました。 

災害時においても県民が安心して生活排水処理施設を使用できるよ

う、災害時における汚水処理事業の継続に向け、熊本地震や豪雨災害等

の経験を生かし、下水道施設の耐震化、耐水化等を重点的に進める必要

があります。併せて、施設が被災した場合でも、被害の最小化と早期復

旧を図り、下水道が果たすべき機能を維持していくための減災対策にも

取り組む必要があります。 

 

 

 

（電力）  

・ 県民が屋根置型太陽光発電を検討しやすくなるよう、経済

性等を明らかにした事業プランを募集し、データベース化

して公開する「くまモンソーラーデータバンク」を創設しま

した。 

※事業イメージの①～③がデータバンクの取組みです。 

 

・  県内の防災拠点や避難所となる、公共施設における再エ

ネ設備・蓄電池の整備状況を把握するため、市町村等を対象

に調査を行いました。 

【令和12年度（2030年度）の目標値】 

・自立分散型再エネ電源等を備えた自治体の防災拠点、避難所等 300件 

【令和５年度（2023年度）末時点の実績】 

・315件（前年度実績305件） 

 

（生活用水） 

・  防災井戸の具体的な整備・活用事例について各市町村に対しア

ンケートを実施し、取りまとめた結果を市町村へ情報提供を行い、

整備等に向けた議論が深まるよう働きかけました。 
 
 

 

地震で被災した下水管渠（益城町） 

浸水した下水処理場（人吉市） 

取組み 

防災井戸の写真（菊池市道の駅） 

事業イメージ 

（初期費用負担プランの場合） 
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（下水道） 

・  下水道施設の耐震基準改正前（平成９年度（1997年度）以前）

に整備された下水道施設については、耐震診断、解析を実施し、

耐震性が基準を満たしていないと判定された場合には、順次、

耐震化対策を実施していきます。 

 

・  河川氾濫等を想定し、浸水リスクの高い下水道施設の耐水化

計画を策定し、順次、耐水化を進めます。 

 

・  被災時に速やかに下水処理機能が回復できるよう、業務継続

計画（ＢＣＰ）の継続的な見直し及び定期的な訓練を行い、災

害対応力の底上げを図ります。 

【令和６年度（2024年度）の実績】 

   ・下水道施設の耐震化、耐水化 

熊本県及び熊本市、菊池市等9市町で実施 

・被災を想定した訓練 

    熊本県及び熊本市、宇城市等4市町で実施 

  

従来のポンプ 耐水型ポンプ 

災害復旧と併せて、下水処理場地下の 

ポンプを耐水化（人吉市） 

地震を想定した情報伝達訓練（熊本県） 
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第３節 球磨川流域における「緑の流域治水」の推進 

 
 

「令和２年７月豪雨」では、球磨川本川及び川辺川流域の観測所において、観測開始以来最大 

の雨量、最高の水位を記録し、洪水のピーク流量は、人吉地点で約7,900㎥/sと、当時の球磨川 

水系河川整備基本方針の基本高水のピーク流量（人吉地点7,000㎥/s）を上回る流量となりまし 

た。 

また、死者（災害関連死含む）67名（うち球磨川流域50名）、行方不明者２名の人的被害が発 

生し、被害総額は5,222億円（令和３年（2021年）3月30日時点）に上りました。 

「令和２年７月豪雨」を受けて、国及び流域市町村と「令和２年７月球磨川豪雨検証委員会」 

を設置し、豪雨災害について検証を行いました。その後、今後の治水の方向性や復興に向けた課 

題、思いを流域住民等から伺いました。 

その上で、現在の民意は「命と環境の両立」と受け止め、「新たな流水型ダム」を含む「緑の流 

域治水」という球磨川流域の治水の方向性を令和２年（2020年）11月に示しました。 

そして令和３年（2021年）3月、国及び流域市町村とともに「球磨川水系流域治水プロジェク 

ト」を策定し、令和３年（2021年）12月、国は、「球磨川水系河川整備基本方針」について、気 

候変動と流域治水の新たな視点を踏まえた変更を行い、令和４年（2022年）8月には、この基本

方針に沿って、国、県連携の下、球磨川流域における今後おおむね 30年間の具体的な河川整備

の目標や内容を盛り込んだ「球磨川水系河川整備計画」を策定しました。 

今後も、「緑の流域治水」の実現に向けて、あらゆる関係者が協働して、自然環境との共生を図

りながら、流域全体の総合力で治水対策に取り組む必要があります。 

 

 

 

・  「緑の流域治水」の実現に向けて、国や県、流域市町村、住民等の力を結集し、流水型ダムや

河道掘削等の河川の整備だけでなく、田んぼダム、森林整備等を進めています。 

 

・  再度災害防止のための緊急治水対策として、令和６年（2024年）3月までに県管理河川（球

磨川流域）に堆積した約133万㎥の土砂撤去を完了しました。 

 

・  治水対策については、国と連携し、球磨川流域における今後おおむね30年間の具体的な河川

整備の目標や内容を盛り込んだ「球磨川水系河川整備計画」に基づき、河川整備を進めていま

す。 

 

・  川辺川の「新たな流水型ダム」について、国は、令和３年（2021年）5月、法と同等の環境

アセスメントを実施することを表明し、令和６年（2024年）11月に手続きが全て完了しました。 

引き続き、有識者からなる「川辺川の流水型ダムに係る環境保全対策アドバイザリー会議」に

おいて、更なる環境への影響の最小化及び環境保全措置の具体化並びに川辺川の環境再生や創

出に向けた取組みの検討が進められています。 

現状・課題 

取組み 
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・  本県は、「新たな流水型ダム」が、安全・安心を最大化するものであるとともに、球磨川・川

辺川の環境に極限まで配慮し、清流を守るものとして整備が進められているのか、本県や流域

市町村だけでなく、流域住民の皆様も一体となって、事業の方向性や進捗を確認する「新たな

流水型ダムの事業の方向性・進捗を確認する仕組み」を設置し、令和４年（2022年）12月に第

１回会議を開きました。その後も毎年、流水型ダムの構造や環境影響評価等について、検討及

び進捗状況などを流域住民の皆様と確認しています。 

 

・  このほか、令和２年度（2020年度）以降、人吉・球磨地域７市町村を中心に、県営事業や多

面的機能支払交付金等を活用し取り組んだ結果、令和６年度（2024年度）末までの田んぼダム

取組面積は県内で 679haとなりました。引き続き、県内全域への田んぼダムの普及拡大に取り

組むとともに、森林の有する山地災害防止機能等の発揮に向けて植栽や間伐を推進していきま

す。 

 

・  また、「緑の流域治水」について、球磨川流域の地形や河川の特徴、「緑の流域治水」の取組

内容を分かりやすく伝える動画や立体地図、パンフレット、パネル等を制作し、球磨川流域住

民をはじめ広く県民に情報を発信しました。 

 

 

 


